
令和３年度桐生市教育行政方針について 

（ 内 容 ） 

 令和３年度の教育行政方針について、基本理念及び基本方針を下記のとおりとし、 

主要な事業・取組の目標を定めました。 

（１）基本理念 

桐生市教育委員会は、高い知性、豊かな情操、優れた創造力を持ち、郷土を

愛し、国際的視野のある、心身ともに健康で人間性豊かな市民の育成を目指し

ます。 

また、自らを律し、思いやりがあり、自然や環境を大切にする人づくりを進

めるとともに、学校、家庭、地域社会相互の連携と協力を促進し、生涯学習社

会づくりに努めます。 

（２）基本方針 

 桐生市教育委員会は、「桐生を好きな子供」を育てることを重点に、基本理 

念の具体的実現を目指し、分野別の基本方針に沿って諸施策の展開を図ります。 

【問い合わせ】 
教育部総務課庶務係 
担当 小林 
TEL 0277-46-1111（内線643） 

令和3年4月1日 

教育部総務課 

「令和３年度桐生市教育行政方針」を作成しましたので、

報告します。 
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